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２） 地域連携の取組み報告 

３） 神奈川県の自転車通行環境整備事例の紹介 

４） 今後の予定 
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○資料－４ スマートドライバーの取組みについて 
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【日時】 平成23年10月26日（水）10:00～12:00

【場所】： 横浜国道事務所大会議室

【議事内容】

１．今後の事故危険区間重点解消作戦「事故ゼロプラン」の進め方について
・昨年度選定した事故危険区間に対して、効果的・効率的な対策に取り組むため、
事故ゼロプランを「ＰＤＣＡサイクル」でマネジメントしていくことを確認。

・当初選定区間を基本とした上で、事故危険区間リストの更新（追加・卒業）ルー
ルを提示。（継続審議）

２．地域連携による交通安全対策の取組みについて
・広報活動等を積極的に展開することで地域への情報発信、情報の共有を図り地域
連携による交通安全対策を推進することを確認。

３．その他
・現在の事故危険区間の進捗状況を報告。
・対策箇所のフォローアップ報告

■委員からの主な意見等

【「事故ゼロプラン」の進め方について 】

・神奈川県で進めている交通事故多発区間地点は事故ゼロプランに組込まれて

いる。

・事故危険区間リストの更新について、卒業ルールについては、もう少し議

論が必要。

【地域連携による交通安全対策の取組みついて 】

・地域連携には２パターンあり、地域住民の方に事故危険区間を認識して頂く

必要な箇所、対策の効果等知って頂く必要がある箇所で実施するのが望ましい。

・地域連携のメニューとしては自治会等の回覧板の活用・事業告知看板の設

置・対策箇所でのワークショップなどがある。

【その他 】

・近年、自転車の事故が増えている。自転車事故内容を踏まえて対策を検討し

て頂きたい。

・今回、自転車通行に関する新たな通達が出たので、今後の対策については、

道路管理者と公安委員会で連携し進めて行きたい。

・次回は、自転車事故対策の事例報告もお願いしたい。

資料1

第８回神奈川県安全性向上委員会
議事録（要約版）



第９回 神奈川県 安全性向上委員会

平成２４年２月２８日

１．事故危険区間重点解消作戦

「事故ゼロプラン」の取組み報告

２．地域連携の取組み報告

３．神奈川県の自転車通行環境整備事例の紹介

４．今後の予定

資料－２



現在、神奈川県内で取り組まれている自転車通行環境整備事例について
紹介。

2

本日の委員会における審議項目と論点

事故危険区間重点解消作戦「事故ゼロプラン」の取組み報告１１

地域連携の取組み報告２２

神奈川県の自転車道整備事例の紹介３３

前回委員会での指摘事項を中心に、その対応について報告。さらに、事故
危険区間リストの更新結果、対策実施状況についても報告。

地域連携の取組について、実施方針や取組み事例を報告。

４４

Ｐ３～

今後の予定

次年度の委員会開催時期と内容の確認

Ｐ１７～

Ｐ２３～

Ｐ２８～
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１．事故危険区間重点解消作戦「事故ゼロプラン」の取組み報告

１.１ 事故ゼロプランをめぐる前回委員会までの経緯

１.２ 事故ゼロプランの位置付け

１.３ 事故危険区間リストの更新

１.４ 対策実施区間の対応方針

１.５ 代表区間の対策実施状況の報告
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１．１ 事故ゼロプランをめぐる前回委員会までの経緯

昨年度 第9次交通安全基本計画の取組み（H23～27年度）

事故危険区間重点解消
作戦「事故ゼロプラン」の
導入

第9次交通安全基本計画策定（H23.3）

第9次神奈川県交通安全計画策定

幹線道路の主な取組みとして
①事故ゼロプランの推進
②事故危険箇所、事故多発区間（地点）に
ついて、公安委員会及び道路管理者の連
携した集中的な事故抑止対策の推進

■「事故ゼロプラン」をめぐる動きと本委員会の審議内容

■事故危険区間重点解消作戦「事故ゼロプラン」とは

・事故ゼロプランとは、危険な箇所を地域の方といっしょに選定し、地域の方にも危険な
箇所との認識を持っていただきながら、集中的・重点的に交通事故を撲滅する取り組み。
・限られた予算の中、交通安全対策（交通事故対策・歩道等の整備）への投資効果を最大
限に高めるため、「PDCAサイクルの推進」と「地域連携」を基本戦略として推進。

今年度

第６回、７回委員会の審議内容
・事故データおよびアンケートによる交通
安全課題箇所の抽出
・事故危険区間の選定 等

第８、９回委員会の審議内容
・目標値の設定
・事故危険区間リスト更新の考え方
・地域連携の取組みについて 等



１．１ 事故ゼロプランをめぐる前回委員会までの経緯

■前回委員会での審議内容（主な指摘事項とその対応）

①目標値の設定と対策区間の対応方針
・全体の目標値を2割削減とした場合、対策区間はそれ以上の削減が必要なのではないか。
⇒膨大な要対策区間があるなか、限られた予算で効率的に事故を削減していくためには、一定の基準
を設定して事業を推進する必要がある。
そのため、これまでの事故削減実績も鑑みて「対策を実施した区間は少なくとも２割を削減する」との基

準を設定。
しかしながら、２割減らせば自動的に対策を完了するのではなく、さらなる削減余地の有無などを確認

した上で、追加対策の必要性を検討、他の要対策区間との優先順位を勘案しながら対策実施する。

②地域連携による交通安全対策の取組み
・地域連携は、インターネットによる意見収集以外に、目的に応じた様々なメニューで実施してはどうか。
⇒前回は、広域的な地域連携の手段としてインターネットによる意見収集を実施した。
今後は、市・区単位などの中域での取組み、個別区間での取組みなど、様々なメニューで対応。

③自転車道整備の取組み
・自転車の交通安全が注目されている。県内の取組みはどのような状況か。
⇒神奈川県内で進められている自転車道等の整備の取組みを紹介
（本資料「３．自転車通行環境整備事例の紹介」）。

5



6

１．２ 事故ゼロプランの位置付け

・「第９次交通安全基本計画」は、道路交通環境の整備や交通安全思想の普及などの８つの柱で交通
事故死傷者数２割削減を目標とした施策。
・事故ゼロプランは、「第９次交通安全基本計画」における幹線道路の道路交通環境整備の主要取組み
に位置づけられている（「第９次神奈川県交通安全計画」も同様）。
・神奈川県事故ゼロプランにおいても、他の関連施策とともに「県内幹線道路の死傷事故件数２割以上
削減」を全体目標として取組みを推進。

・道路交通の安全における目標 神奈川県事故ゼロプランの目標

Ｈ２７年までに、「交通安全思想の普及徹

底」「道路交通秩序の維持」「車両の安全

性の確保」などの関連対策とともに、

神奈川県内幹線道路の
死傷事故件数 を２割以上削減

※H27年目標に対する毎年の達成状況を、
本委員会で報告・確認。

※道路管理者は、発生事故件数で管理して
いるため死傷事故件数で評価。

第９次交通安全基本計画の目標と対策の柱

出典；第9次交通安全基本計画

②交通安全思想の普及徹底

③安全運転の確保

①道路交通環境の整備

④車両の安全性の確保

⑤道路交通秩序の維持

⑥救助・救急活動の充実

⑦損被害者支援の推進

⑧交通事故調査・分析の充実

８つの柱による交通安全対策の推進

・目標に向けた対策の柱

目標（H27年までに）

①24時間死者数 3,000人以下

②死傷者数 70万人以下

現況（H22年）
から約２割の

削減目標

■幹線道路の主な取組み
・事故ゼロプラン
・事故危険箇所 他

■生活道路の主な取組み
・「あんしん歩行エリア」形成

・通学路等の整備 他



■事故危険区間選定の考え方（前回委員会資料参照）
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１．３ 事故危険区間リストの更新

・最新の事故発生状況・交通環境を考慮する必要から、①神奈川県交通安全対策協議会「事故多発
区間（地点）」選定区間、②新たな地域要望等区間によってリストを更新。
・①事故多発区間（地点）選定箇所で39区間、②新たな地域要望で6区間を追加。事故危険区間リスト
を687区間に更新。

H23事故危険区間 ６８７区間
内、事業完了した39区間は経過観察リストへ移行（後述）

地域の声による抽出
②新たな地域要望等
（事故データに現れな
い区間）

１２区間追加

事故データによる抽出
①神奈川県交通安全対
策協議会「事故多発区間
（地点）」

３９区間追加

■今年度事故危険区間の追加と更新

神奈川県 幹線道路 （約18,000区間）

地域の声による抽出
・地域要望
・公安委員会からの指摘等
・アンケート（道路利用者）

●ヒヤリハットした場所
●事故の種類の重要度

・②新たな地域要望等（事
故データに現れない区間）

事故データによる抽出
・死傷事故率；ワースト500 
・神奈川県交通事故特性；
ワースト50
・アンケート指標；ワースト50

ただし、以下に該当する区間は除外
・対策済み（H17以降）
・事故件数；4件/年未満（16件/4年）

・①神奈川県交通安全
対策協議会
「事故多発区間（地点）」※

Ｈ２２事故危険区間 ６３６区間
（内、５３区間を代表区間として公表）

毎年更新

選定時（H22）

※事故多発区間（地点）：前年に事故が急増した区間や重大事故発生
区間などを対象に、神奈川県交通安全対策協議会で選定した区間
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事故危険区間の追加リスト

①事故多発区間（地点）；39区間 ②新たな地域要望；12区間

管理
①事故多発
区間（地点）

②新たな
地域要望

追加
区間数

横浜国道事務所 3 3 6

相武国道事務所 1 9 10

神奈川県 11 11

横浜市 20 20

川崎市 1 1

相模原市 3 3

総計 39 12 51

■管理者別 追加区間数内訳

１．３ 事故危険区間リストの更新

1 国道16号 旭区都岡町 都岡交差点

2 国道16号 旭区上川井町 上川井交番前交差点

3 国道246号 厚木市妻田 中津川橋付近

4 国道16号 大和市7丁目 つきみ野入口交差点

5 国道16号 相模原市西橋本 （仮）橋本駅南入口（交）北側

6 国道16号 相模原市西橋本 （仮）橋本陸橋南側道分岐交差点

7 国道16号 相模原市西橋本 （仮）コジマNEW橋本前

8 国道16号 相模原市西橋本 （仮）橋本東急ストア前

9 国道16号 相模原市西橋本 （仮）橋本陸橋下踏切

10 国道16号 相模原市西橋本 （仮）国道413号交差点

11 国道16号 相模原市西橋本 （仮）橋本陸橋下踏切

12 国道16号 相模原市東大沼１地先 相模原南警察署前交差点

箇所名

横浜国道

事務所

住所

相武国道

事務所

管理者 No. 路線

1 国道1号 鶴見区北寺尾 北寺尾交差点 505.8 27 0

2 国道1号 鶴見区岸谷 岸谷公園交差点 187.3 10 0
3 国道246号 足柄上郡山北町川西 清水橋交差点 329.6 10 0

相武国道

事務所 4 国道20号 相模原市緑区吉野 相模湖IC入口交差点 186.5 5 0

5 国道129号 厚木市戸田  戸田歩道橋交差点KI38-155 33.6 2 0

6 国道134号 三浦市南下浦町菊名 Ｓ方前 197.8 10 1
7 国道134号 鎌倉市坂ノ下  坂ノ下交差点K28-031 226.0 15 0

8 国道412号 厚木市中荻野  公所交差点k38-122 208.4 8 0
9 （主）横須賀葉山線 葉山町一色 消防第４分団 113.2 4 0

10 （主）横浜厚木線 大和市中央 大和１号踏切西側交差点 95.5 4 0
11 （主）目黒町町田線 大和市下鶴間 大和市下鶴間 592.2 11 0
12 (県)金沢逗子線 逗子市久木 ＪＲ久木踏切 115.8 4 0

13 (県)菖蒲沢戸塚線 藤沢市亀井野 ドリームランド入口 102.5 3 0
14 (県)遠藤茅ヶ崎線 藤沢市遠藤 菖蒲沢境 502.1 4 0

15 (県)上粕屋厚木線 厚木市恩名 恩名仲町交差点 469.8 10 0
16 （市）舞岡上郷線 港南区日限山 日限地蔵交差点 - 0 0

17 国道1号 保土ヶ谷区狩場町 狩場町南側交差点 57.1 7 0

18 国道1号 戸塚区上矢部町 上矢部合流部 180.0 8 0
19 環状３号線 栄区長沼町 環３長沼 0.0 0 0

20 環状３号線 栄区東小菅ヶ谷 すずかけ橋東側交差点 0.0 0 0
21 （主）横浜上麻生線 港北区鳥山町  鳥山三会寺入口K12-149 214.1 11 0

22 （主）横浜上麻生線 青葉区市ヶ尾町  東福寺西側交差点150-00117 534.1 8 0
23 （主）横浜生田線 保土ヶ谷区峰沢町 峰沢入口バス停前交差点 0.0 0 0
24 （主）鶴見溝ノ口線 鶴見区鶴見中央  鶴見中央２丁目交差点K9-245 296.7 16 0

25 （主）鶴見溝ノ口線 鶴見区上末吉 末吉小学校西側 9.3 1 0
26 （市）中山北山田線 都筑区中川中央  センター北駅広場入口193129 0.0 0 0

27 環状４号線 泉区和泉町 セブンイレブン前交差点 - 7 0
28 （主）横浜鎌倉線 南区別所  向田橋交差点K5-44 394.3 25 0

29 （主）横浜伊勢原線 港南区上永谷  柳橋交差点K11-22 139.1 20 0
30 （主）丸子中山茅ヶ崎線 都筑区桜並木  大塚原交差点193099 119.2 2 0
31 (主)山下本牧磯子線 中区本牧宮原  山手警察署前交差点132022 352.7 12 0

32 (県)荏田綱島線 都筑区東山田町  東山田スポーツ会館前193014 288.4 12 0
33 国道133号 中区本町  本町３丁目交差点131023 431.3 12 0

34 (県)弥生台桜木町線 中区野毛  野毛３丁目K6-11 306.2 10 0
35 (県)瀬谷柏尾線 瀬谷区阿久和東  阿久和交差点47-008 351.5 6 0

川崎市 36 国道132号 川崎市川崎区夜光 日石化学前 59.7 3 0

37 国道129号 相模原市中央区田名 田名赤坂 162.6 11 0
38 （主）相模原大蔵町線 相模原市中央区淵野辺 淵野辺歩道橋交差点 258.1 8 0

39 (県)鍛冶谷相模原線 相模原市緑区川尻 新小倉橋東側 160.1 4 0

神奈川県

横浜国道

事務所

横浜市

相模原市

箇所名路線 住所No.管理者 死傷事故発生状況（H18-21）

死傷

事故率

死傷事

故件数

死亡事故

件数

※死傷事故率“－”の区間は、交通量未観測地点
のため死傷事故率算出負荷の区間



参考；既往施策（H15指定事故危険箇所）の削減効果

・県内幹線道路全体では、事故件数は約１割減少。
・これに対して、Ｈ１５指定事故危険箇所（県内３９０箇所に

おいてH15～19年に集中的に対策を実施）は対策前後
で約４割減少

・県内３９０箇所のうち、死傷事故件数を２割以上削減できた
箇所は約８割。

9

１．４ 対策実施区間の対応方針

対策前；H8-H11
（選定時の4年間）

対策後；H20-21
（取組み後2年間）

・個別の対策実施区間は、PDCAサイクルに基づき、対策後の効果評価を行う。
・対策実施区間は、『事故危険区間リスト』から『経過観察リスト』へ移行。
・ 『経過観察リスト』は事故データを蓄積した後、多段階に効果を評価。

■個別区間のPDCAサイクルとリスト移行

2,304

1,332

20,600

17,986

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

対策前 対策後

事故危険箇所 県全体

約１割減少

要因分析・対策立案

対策実施

２割以上事故削減がなされたか？

追
加
対
策

の
検
討

対策後の危険性・削減余地は？

事故データを蓄積
（2年以上）した後

事故危険区間リスト

経過観察リスト

２割未満
【ﾊﾟﾀｰﾝ③】

２割以上削減
危険性や
さらなる削減
の余地あり
【ﾊﾟﾀｰﾝ②】

一定の安全性確保
【ﾊﾟﾀｰﾝ①】

事故危険区間リストから削除
※「地域の声による抽出区間」など、
事故データ以外で選定された区間は、
対策実施後にリストから削除

76% 12% 13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2割以上削減

2割未満削減

増加



●追加対策を検討する場合は、以下の視点で現地診断を行い分析
・沿道に新たな小店舗が立地するなど、沿道状況に変化はないか？
・注意看板の設置位置など、対策は正しく実施されているか？
・事故要因の見落としなど、当初の要因分析は適切か？
・対策の実施によって、新たな事故要因が生じていないか？

●対策前後で、交通事故発生件数（総量）を比較
・事故総量は、２割以上削減できているか？

●対策前後で、事故の種類や当事者別の発生件数を比較
・対策で狙った事故は、しっかりと削減できているか？
例：横断歩道の位置を見直したが歩行者の事故は減少したか？

道路照明を増設したが夜間の事故は減少したか？
・対策前と比べて、増加してしまった事故はないか？（対策による副作用の発生）
・新たな事故対策メニュー（工法・手法）によって、さらなる削減の余地はないか？
・対策箇所周辺で道路の新設や大規模商業施設の立地等、交通利用状況が大き
く変わる要素はないか？（今後、事故発生につながる要素はないか）

10

１．４ 対策実施区間の対応方針

■効果評価のポイント

■効果評価の視点

■追加対策検討の視点
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１．４ 対策実施区間の対応方針

効果評価の事例 【パターン①】一定の安全性を確保

1 21 2

52
34

0

10

20

30

40

50

60

整備前 整備後

追突

その他車両

相互

車両単独

13.0 

8.5 

0

5

10

15

整備前 整備後

(件/年)

3.3 

0.5 

0
1
2
3
4
5

整備前 整備後

(件/年)

減速ドット
路面標示「追突注意」
法定外標識「合流注意」
電光掲示タイプ法定外標識「合流注意」
視線誘導テープ

■実施済の対策 （Ｈ20）

写真①

追突事故の減少効果が見られた。特に，夜間事故の減少効果が見られた。

追突事故件数の変化

写真③ 写真④

写真②

法定外標識による注意喚起

整備前：H16～19年(4か年)1年当たりの事故件数
整備後：H21～22年(2か年)1年当たりの事故件数

■対策前後の事故発生状況

至

横
浜

至

八
王
子

写真①

写真②

写真③

写真④

電光掲示タイプ
法定外標識
「合流注意」

法定外標識
「合流注意」

減速ドット

視線誘導テープ

路面標示
「追突注意」

夜間における追突事故件数の変化 視線誘導テープにより
夜間の視認性が向上

約8割減少

約3割減少

整備前：H16～19年(4か年)4年の事故件数
整備後：H21～22年(2か年)を4年に換算した事故件数

（件/4年）

総事故件数の変化

54
38

16
国道16号
大和市 下鶴間（単路）
（17.775KP～18.217kp）

14-010272ｔ ，14-010273t

【箇所概要】
掘割構造になっており，横浜方面に向かって左カーブの緩やかな下り勾配となっている。

対策後に総事故件数は約３割削減。追突事故対策として、減速ドットと路面標示，法定外標識によ
る「合流注意」，視線誘導テープを実施。追突事故は約３減少し、特に夜間における視認性の向上
効果がみられた。

約3割減少

しも つる ま



16

12

減速路面標示
路面標示「追突注意」
法定外看板「追突注意」

国道16号

保土ヶ谷区川辺町１丁目
(2.43～2.48kp)
事故危険箇所（H15指定） 14533012t

至

横
浜
市
旭
区

【箇所概要】

カーブ区間に交差点があるが、上り線は右折専用レーンがなく右折車が本線上に停止していること
に起因した追突事故が発生していたため対策を実施。対策後に総事故件数は約３割削減したが、
着目事故である追突事故は増加し、上り線で多く発生している。

至

西
横
浜
駅

法定外看板「追突注意」

■実施済の対策 （Ｈ１６～Ｈ１７）

宮田三丁目交差点

＜追突事故（4年合計）＞

減速路面標示

【追加対策（案）】

その他、交差点を事前に明示するカラー舗装や自発光式道
路鋲の設置など、対策工および設置位置を再検討する。

死傷事故率： 622.3 464.0
件/億台㌔ 件/億台㌔

法定外看板「追突注意」2 2

3
5

2
01 0

2
1

3

2

1

0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

対策前

(H12-15)

対策後

(H18-21)

車両単独

その他車両相互

右折時

左折時

出合い頭

追突

人対車両

約３割減

イオン

イオン出入口

右折専用レーンのない
Ｔ字交差点

夜間・薄暮時でも視認性の高いタイプの
イラスト入り法定外看板に変更

追突事故（下り線）
対策前： ０件/4年
対策後： １件/4年

追突事故（上り線）
対策前： ３件/4年
対策後： ４件/4年

上り線

法定外看板「追突注意」

14
＜総事故件数（4年合計）＞

10

かわべちょう

１．４ 対策実施区間の対応方針

効果評価の事例 【パターン②】さらなる削減の余地あり

昼 2
昼 3

夜 1 夜 2

0
2
4
6

対策前

(H12-15)

対策後

(H18-21)

増加
5

3



路面標示「追突注意」
法定外看板「追突注意」

【箇所概要】

追突事故対策として、路面標示と法定外看板による注意喚起対策を実施。総事故件数は微増
し、追突事故件数は対策前と同程度となり、削減効果はみられなかった。

追浜駅周辺の市街地に位置し、交差点に隣接して踏切があるため、左折車・右折車の滞留が
あるほか、信号現示が複雑となっている。

■実施済の対策 （Ｈ１７）

雷神社前交差点

路面標示「追突注意」

法定外看板「追突注意」
路面標示「追突注意」

法定外看板「追突注意」
雷神社前交差点

追突事故（下り線）
3件  9件（4年合計）

追突事故（上り線）
6件  0件（4年合計）

写真①

京浜急行

・カラー舗装による注意喚起の強化や、
車線運用の変更で車両の交錯状況の緩
和を図るなどの追加対策が必要である。

上り線は追突事故が減少
したが、下り線では効果が
みられなかった。

踏切

右折車と直進車が交錯

左折車と直進車が交錯
（同一車線に混在）

■対策前後の事故発生状況 ■要因と追加対策案

踏切遮断時の交通状況

踏切遮断時の信号現示

・踏切が隣接しているため、右左折車と
直進車が交錯する状況は続いている。

16

国道16号

横須賀市 雷神社前交差点
（514.81kp）
事故危険箇所（H15指定） 14533270k

上り線

13

至

観
音
崎

至

横
浜

至

観
音
崎

至

横
浜

上り線

１．４ 対策区間の対応

効果評価の事例：【パターン③】事故削減２割未満

下り線が増加9 9

＜追突事故（4年合計）＞＜総事故件数（4年合計）＞

3件 増加

22
25

かみなり じんじゃ まえ
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■経過観察リスト

・事故危険区間リストの更新により、51区間を新たに追加するとともに、今年度に事業完了した39区間を
経過観察リストに移行。
・H23事故危険区間リストは648区間、経過観察リストは39区間となった。

■事故危険区間リストの更新と経過観察リストへの移行

※H23年11月時点

No. 路線名 箇所名

1 国道1号 ○○交差点

2 ・・・ ・・・

3 ・・・ ・・・

4 ・・・ ・・・

634 ・・・ ・・・

635 ・・・ ・・・

636 ・・・ ・・・

H22策定した事故危険区間リスト

事故危険区間リストの更新

No. 路線名 箇所名

1 国道1号 ○○交差点

2 ・・・ ・・・

50 ・・・ ・・・

51 ・・・ ・・・

636区間

更新による追加 51区間

うち、39区間が
今年度に対策完了※
⇒経過観察リストへ
移行

No. 路線名 箇所名

1 国道1号 ○○交差点

2 ・・・ ・・・

3 ・・・ ・・・

4 ・・・ ・・・

646 ・・・ ・・・

647 ・・・ ・・・

648 ・・・ ・・・

H23事故危険区間リストと経過観察リストの作成

648区間
No. 路線名 箇所名

1 国道1号 ○○交差点

2 ・・・ ・・・

39 ・・・ ・・・

39区間

H23事故危険区間リスト 経過観察リスト

１．４ 対策実施区間の対応方針



②法定外看板（追突注意）

②法定外看板・路面標示（追突注意）
①減速路面標示

①減速路面標示
③行き先案内のカラー化

③行き先案内のカラー化
③行き先案内との

連携したカラー化

①京急汐入駅や大規模商業施設が多いため、進路変更する車両が多く、右左折レーンが設置されて
いるが、交差点形状が複雑であるため、本線上での急な減速・車線変更を招き、交差点前後区間
で追突事故が多発している。

②また、横浜方面からは陸橋の下り勾配となっており、速度が出やすい。

１．５ 代表区間の対策実施状況の報告

国道16号

本町三丁目交差点
横須賀市 （508.60kp）
事故危険箇所（H20指定） 14-105580K

①本線車両の速度を抑制するために
「減速路面標示」 を設置。

②注意を喚起するために、
「路面標示（追突注意）」
「法定外看板（追突注意）」 を設置。

③交差点前後で案内標識と路面標示の
「行き先案内との連携したカラー化」 を行う。

■事故の発生状況

至

観
音
崎

至

横
浜

本町三丁目交差点

15

■対策実施（予定※）概要

※H24年4月着手予定

16

図面に記載は
平成１７～２０年

発生事故

追突事故（9件/4年）

追突事故（6件/4年）

至

観
音
崎

至

横
浜

凡例
：追突事故

至 横浜

至 観音崎

至

観
音
崎

至

横
浜

ほんちょう
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■事故の発生状況

当該箇所では、緩やかな曲線区間にある鋭角交差
点であり、従道路が食い違いに交差している。
このため、交差点周辺での、右左折事故や正面衝
突事故が多発している。

国道16号

筑池交差点
横浜市旭区 （10.46kp）

①右折車両が安全に待機できるように
「下り車線の広幅員化」 を実施。

②走行車両に注意喚起し、速度を抑制
するために、減速路面標示」および
「路面標示（走行注意）」 を設置。

③食い違い交差となっている交差点内で
の不安定な走行を安定化させるために
「導流標示」「ゼブラ帯」を設置し、
走行車両に注意を喚起するために
「法定外看板（対向車注意）」を設置。

筑池交差点

下川井IC

保土ヶ谷バイパス

16

■対策実施（予定※）概要

※H24年4月着手予定

至

横
須
賀

至

八
王
子

至

横
須
賀

至

八
王
子

③法定外看板（対向車注意）

②減速路面標示、
路面標示（走行注意）

②減速路面標示、路面標示
（走行注意） ③導流路標示、ゼブラ帯

①広幅員化

至

横
須
賀 至

八
王
子

下り線

下り線

至 横須賀

至 八王子

つ く い け

１．５ 代表区間の対策実施状況の報告
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２．地域連携による取組み報告



地 域

18

道路管
理者

公安
委員会

小・中
学校

■地域連携による交通安全対策の取組み

自治会

住民

①情報
の発信

②危険性
の共感

●事故危険区間の周知

現地表示（看板設置）や記者発表等の広報活動を
展開

●事故の具体的発生状況資料（道路管理者）や説
明（警察）による情報の共有

●広報活動による事故危険区間の認識

●合同現地点検等により事故発生区間及びその周
辺の危険性を共感

③対策検討
の協働

●アンケートや合同現地点検による協議・意見交換
●地域の実情、背景を勘案した対策立案

●広報活動により対策実施報告と対策効果を逐次
情報発信し、その成果を地域と共有

④事業実施
状況と成果の

共有

自治体

①情報の発信

②危険性の共感

③対策検討の協働

④事業実施状況と成果の共有

２．地域連携による取組み報告

２．１ 地域連携による交通安全対策の取組み

・広報活動を積極的に展開し、①地域へ情報の発信⇒②地域と危険性の共感⇒③地域と対策検討の協
働⇒④地域と事業実施状況や成果の共有を図り、地域連携による交通安全対策を推進。
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２．地域連携による取組み報告

２．２ リーフレットによる地域連携 （現在、調整中）

・「事故ゼロプラン」の取組みや事故危険区間の情報を共有し、地域連携による交通安全を推進。
・別途設置予定の意見収集ホームページやアンケートハガキを通じて、利用者意見を募集。

・市や区などの行政単位程度を対象
範囲とした事故危険区間マップを
リーフレットとして配布。

・行政広報誌への差し込み、自治会
回覧、公共施設への留め置き等の
配布方法で関係機関と調整。

■市や区を対象とした中域的な取組み

■リーフレットのイメージ
●おもて面
・事故ゼロプランの紹介
・市内の事故危険区間マップ
・事故危険区間の事例紹介
●うら面
・域内のトピック的事例の紹介

・想定事例を通して、具体的な安全
行動を啓発（「失敗学」を参考に、
事故に至る経緯を記載）

・意見募集用のホームページアドレ
ス等の案内

・個別の事故危険区間において、対
策実施に先駆けて情報を提供。

・周辺の自治会等にご協力いただい
て、配布。

・アンケートハガキを添付するなどし
て、当該区間のヒヤリハット体験な
どの意見も募集。

■個別区間を対象とした取組み

■リーフレットのイメージ
●おもて面

・当該する事故危険区間の事故発生
状況、対策の概要などを紹介。

・意見募集用のホームページアドレ
ス等の案内

●うら面
・事故ゼロプランの紹介
・市内の事故危険区間マップ
・事故危険区間の事例紹介



国道１号 茅ヶ崎市元町地区
（57.9kp付近）

イオン茅ヶ崎店 駐車場入口

・商業施設の駐車場入口部における事故対策について、国・警察・店舗の３者で現地立会を
行い、対策実施にあたり、店舗側の協力も得られた。

店舗側の対策

入庫車に対する注意喚起看板
（H23.11月実施）

国土交通省の対策

・外側線を外側へシフト
・センターゼブラ帯を拡幅

（H23.11月実施）

【概要】

商業施設（イオン）への駐車場入口部におい
て、車と二輪車との右折直進事故が、年間５件
発生しており、３者（国・警察・店舗）で共通認識
をもって取り組むべく、現地立会を実施した。

【対策】

国土交通省が実施する対策の他に、店舗側でも注意喚起看板設置の協力が得られた。

事故発生状況

現地立会の様子（H23.9月実施）

至 横浜

至 小田原 P

すり抜け二輪車との
右折直進事故
５件/年

※カラーコーンは施工中のみ設置

対策前 対策後

対策前
ゼブラ帯

対策前
外側線

対策後
外側線

対策後
ゼブラ帯

二輪車がすり抜けしにくい

二輪車がすり抜けし易い

至 横浜

至 小田原

至 小田原

至 横浜

１

※カラーコーンは施工中のみ設置

20

も と ま ち

２．地域連携による取組み報告

２．３ 沿道商業施設との連携事例



２．地域連携による取組み報告

２．４ 住民の方々との連携事例①

車止め
を設置

国道246号

市道霧が丘長津田線

乱横断発生方向乱横断発生方向

至 長津田駅 

歩行者の安全を守るとともに、乱横断を防止
するための車止めを設置

ステッカー設置状況ステッカー設置状況

平成２２年１２月１１日実施

御前田交差点では長津田駅方向の「乱
横断」が多く、交通事故につながる恐れ
や、左折車の進路を妨げることで渋滞が
発生していた。

地元の皆様と現地診断・意見交換を行
い、ステッカー設置対策を協同で実施。

■現地診断の様子 ■意見交換の様子

御前田自治会の方々と行政が御前田交差点にて現地で状況を確認し、
問題解決に向けた意見交換を行った。

■地元自治会の方々と一緒に

「交通安全標語」ステッカーを設置

拡大図

●:対策工事で設置
した車止め

■対策工事

246
国道246号

御前田交差点
横浜市緑区 （30.13kp）

お ん ま え だ

21



横浜市
旭区

22

２．地域連携による取組み報告

２．５ 住民の方々との連携事例②

・横浜市旭区の国道16号における課題のある箇所について、住民代
表の方々を始め横浜国道事務所、旭警察署、横浜市が参加し、現地
の状況確認、意見交換を実施。
・意見を踏まえ、対策検討を行い、対策案について住民説明等の協
議を繰り返し、地域と連携して対策を実施中。

横須賀方面

八王子方面
2.5m 3.0m

0.5m
1.7m

交差点全景

3.0m

交差点全景

横須賀方面

八王子方面

2.0m 0.5m 4.5m

歩道の縁石

路肩

車道歩道

■対策計画例 つおかちょう

都岡町交差点
つくいけ

筑池交差点

■現地診断の様子

かみかわいこうばんまえ

上川井交番前交差点
つくいけ

筑池交差点
つおかちょう

都岡町交差点
かわいほんちょう

川井本町交差点

至 横須賀

至 八王子
国道１6号 横浜市旭区 区間

（上川井交番前交差点・ 川井本町交差点・都岡町交差点・筑池交差点）

16
かみかわい こうばんまえ かわいほんちょう つおかちょう つくいけ

主な意見
・交差点で直進車がスムーズに流れるように右折車との分離が必要
・国道１６号に隣接する公共用地等の有効活用

平成21年1月19日実施
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３．神奈川県の自転車通行環境整備事例の紹介



【整備概要】
住所：相模原市中央区
延長：自転車道(両側) 790m

自転車専用通行帯(両側) 1220m
通行位置の明示(両側) 600m

完了年：H22.3

【工夫した点（自転車道）】
・切り下げや車道との交差部にポールを設
置して自転車の減速を促した。

24

自転車通行環境整備の模範となるモデル地区を５箇所指定（H20.1）

３．神奈川県の自転車通行環境整備事例の紹介

【選定理由】
駅や公共施設が近く、自転車と歩行者の交錯する状況が見
られ、接触事故の危険性が高い箇所

【整備概要】
住所：横浜市金沢区富岡東２丁目
延長：自転車道(片側) 1280m
完了年：H21.10

【工夫した点】
・既存道路区域内において、歩道拡
幅を行い自転車道と歩道を防護柵で
分離した。

■自転車道走行遵守率 ９６％

国道357号（自転車道）

県道相模原停車場（通行位置の明示）

国道16号（自転車道）

相模原駅周辺地区

【整備概要】
住所：川崎市幸区新川崎
延長：自転車専用通行帯

(両側) 660m
自転車歩行者道(両側) 205m

(片側) 1265m
完了年：H22.3

【駐輪スペースの確保】
・将来、既存駐輪場のリニューアル
と併せて収容台数を増加する。

市道北加瀬60号線･市道小倉18号線
（自転車専用通行帯）

新川崎地区

【整備概要】
住所：横浜市鶴見区向井町

１丁目～４丁目
延長：自転車道(両側) 500m

自転車専用通行帯(両側) 650m
通行位置の明示(両側) 2570m

完了年：H22.11

【工夫した点】
・路面標示「自転車道」及びラバーポー
ルを設置し、通行の上下分離を図った。

市道平安町栄町公園通
（自転車道）

向井町地区

金沢地区

む か い ちょう

へいあんちょうさかえちょう

きた か せ お ぐら

【整備概要】
住所：茅ヶ崎市（茅ヶ崎駅周辺）
延長：自転車専用通行帯(両側) 900m

（通行位置の明示(両側) 470m）
完了年：H22.3

【工夫した点】
・自転車専用通行帯が一方通行であること
が明確になるように矢印を路面表示し、走
行方向を明示した。

茅ヶ崎地区

県道丸子中山茅ヶ崎（自転車専用通行帯）
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金沢地区における自転車道の整備事例

住所 ： 横浜市金沢区富岡東２丁目
路線 ： 一般国道３５７号
モデル地区選定理由 ：

駅、商業施設、住宅地を結ぶ当該路線において、歩行
者や車両との接触事故の削減を図り、自転車道を中心と
した自転車走行空間の構築を目指すため。

【工夫した点】

・歩道拡幅を行い自転車道と歩
道を防護柵で分離する構造とし、
自転車道をカラー舗装することで
視覚的にも分離した。

・通行ルールの周知徹底を図る
ための意識啓発チラシは、道路
利用者だけでなく学校やＰＴＡに
協力をお願いし、学生や保護者
への配布を行った。

整備概要

整備状況

整備における工夫と効果

【整備前】 【整備後】

商工業地域

横浜市道
ﾈｯﾄﾜｰｸ

商工業地域

住居地域

①国道３５７号
自転車道整備

南部市場駅

鳥浜駅

並木中央駅

並木北駅

幸浦駅
住居地域

金沢総合高校

②自転車歩行車
道における通行位
置の明示

③自転車歩行
者道の整備

【整備効果】

・整備前は殆どの自転車が車道を走行せずに歩道の真ん中を走行していた
が、整備後は殆どの自転車が自転車道を走行しているため、沿道側からの
出入りが交錯する事故の減少が期待できる。

■自転車道走行遵守率 ９６％

とみ おか ひがし

３．神奈川県の自転車通行環境整備事例の紹介



26

茅ヶ崎地区（茅ヶ崎駅付近）における自転車専用通行帯の整備事例

整備概要

整備における工夫と効果

住所：茅ヶ崎市（茅ヶ崎駅周辺）
路線：主要地方道路 丸子中山茅ヶ崎
モデル地区選定理由：

ＪＲ茅ヶ崎駅へのメインアクセス道路であり、歩行者
と自転車の錯綜による事故が多発しているため

【整備概要】

・片側１車線の道路において既存の路肩およびセンターゼブラを利用し、
自転車専用通行帯を整備した。また、歩道部分の低木を撤去し、有効幅
員を広く確保した。
・規制速度を時速５０㎞から４０㎞に変更した。

【整備後】【整備前】

【工夫した点】

・自転車専用通行帯が一方通行であること
が明確になるように矢印を路面表示し、走
行方向を明示した。

・自転車専用通行帯から歩道への乗り入れ
部は段差ゼロの境界ブロックを設置した。ま
た、歩道へ乗り上げる際の注意喚起として、
徐行のピクトを設置した。

【整備効果】
・自転車利用者の約２０％が自転車専用通行帯を通行するようになった。

市役所

茅ヶ崎駅

①

文化会館・公園

②

③
凡例 供用済

自転車専用通行帯

自転車歩行者道

通行位置の明示

３．神奈川県の自転車通行環境整備事例の紹介
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6
4

0
2
4
6
8
10

整備前 整備後

27

整備概要

整備における工夫と効果

住所：相模原市中央区
路線：国道１６号
モデル地区選定理由：

自転車と歩行者の入り交じりによる接触事故防止
のため

【工夫した点】

・切り下げや，車道との交差部にポールを設置
して自転車の減速を促した。

自転車の通行位置(3,578台/12h)

Q：自転車道の整備後，歩きやすくなりましたか。
また自転車で走行しやすくなりましたか。

Q：「大いにそう思う」「まあそう思う」と答えた方は、どういった理由か
らそのように回答されましたか。（複数回答可）

通行環境が改善したと感じている方(「大いにそう思う」
「まあそう思う」)は全体の約8割。

約9割の方が，接触する危険性が減ったことで通行環境が改善したと感じている。

自転車を利用されている方の内，
8割以上が自転車道を利用。

◆利用状況◆

◆利用者意識◆

（回答者数：448人）

（回答者数：358人 回答数：601件）

（出典：国土交通省相武国道事務所）

（出典：国土交通省相武国道事務所）

【整備効果】

整備状況

◆事故発生状況◆

整備前：H19年4～12月（H20年1月17日モデル地区指定前9か月間）
整備後：H22年4～12月（H22年3月30日開通後9か月間）

自転車事故件数
（相模原署前～相模原駅入口交差点間）

約3割減少

相模原駅周辺地区における自転車道の整備事例

（件）

普通自転車
歩道通行可

普通自転車
歩道通行可

【整備前】

自転車専用
通行帯

自転車専用
通行帯

3.0m 2.25m 2.25m 3.0m 3.0m1.5m3.0m 2.0m 2.0m

自転車専用 自転車専用

【整備後】

普通自転車
歩道通行可

普通自転車
歩道通行可 自転車専用 自転車専用

事業予定箇所

至

横
浜

至

八
王
子

JR相模原駅

相模原
市役所

相模原
市民会館

相模原
郵便局

相模原市
保健所

相模原
警察署

事業箇所

３．神奈川県の自転車通行環境整備事例の紹介



４．今後の予定

第６回委員会（平成22年10月29日）
第７回委員会（平成22年12月 9日）

・神奈川県事故ゼロプランの策定
・事故データおよびアンケートによる交通安全課題箇所の抽出
・事故危険区間の選定 等

来年度は、事故ゼロプランの取組み状況の報告を中心

に１２月～１月頃の開催を予定しています。

第８回委員会（平成23年10月26日）
第９回委員会（本日）

・目標値の設定、事故危険区間リスト更新の考え方
・事業進捗の報告
・地域連携の取組みについて 等
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補足：ＰＤＣＡサイクル⇒ＳＤＣＡサイクル 「目標設定と改善」⇒「標準化と維持」

●SDCAサイクル
・Ｓ(Standard) 標準：事故ゼロプランを継続して実施するために必要な取

決め事項（標準）を設定（リストの更新ルール、進捗管理と報告など）。
・Ｄ(Do) 実施：標準に則って実行する。
・Ｃ(Check) 評価：標準が守られているか確認する。
・Ａ(Action) 処置：標準が守られていない場合、必要な処置を行う。

・ＰＤＣＡとＳＤＣＡを繰り返すことが重要。しかしながら、ＰＤＣＡ（改善計画の策定）に終始してしまう場合
が多く、ＳＤＣＡ（取組みの維持・継続）が忘れ去られる場合が多い。

第９次交通安全基本計画 第１０次交通安全基本計画

●PDCAサイクル
・Ｐ(Plan)計画：第９次交通安全基本計画に基づいた事故ゼロプラ

ンを策定（目標値設定、危険区間の選定など）。
・Ｄ(Do) 実施：計画に則って実施する。
・Ｃ(Check) 評価：事故ゼロプランの実施状況を確認し確認する。
・Ａ(Action) 処置：事故ゼロプランを継続して進めるために新たに

必要となる事項等の課題を整理。

・目標の設定

・事故危険区間選定基
準設定（管理レベル）

・リスト更新ルール
・進捗管理
・目標到達評価 など

神奈川県事故ゼロプラン 神奈川県事故ゼロプラン

H22 H23 H24～H27 H28～

４．今後の予定









2012/2/24

1

page 1

page 2



2012/2/24

2

page 3

15,390 
14,137 13,704 13,278 13,400 13,196 

11,944 
11,284 

10,427 
11,052 10,913 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

page 4

 



2012/2/24

3

page 5

KOYAMA KUNDO
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Designed by Manabu Mizuno(Good Design Company)
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